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鏡石町第２次行政改革大綱
（集中改革プラン）

計画期間 自 平成１８年４月 １日

至 平成２３年３月３１日

平成１８年３月

福島県鏡石町
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鏡石町第２次行政改革大綱（集中改革プラン）の概要

鏡石町の行政改革は、平成７年に策定した「鏡石町行政改革大綱」（鏡石町行政組織見

直し大綱）が始まりで、その後、平成１１年３月には、労働環境の変化と介護保険制度

の導入、地方分権一括法の施行等を受けて、より一層効率的な行政運営を推進する必要

に迫られ、「鏡石町行政改革大綱（再策定）」として見直しを行い、さらに、平成１５年

３月には、地方分権の進展と市町村合併への取り組みとして、新たな視点に立った行財

政改革の実施が喫緊の課題となり、「鏡石町第２次行政改革大綱」を策定し、現在に至っ

ている。

第２次行政改革大綱は、地方自治の基本原則である「最小の経費で最大の効果を挙げ

る」ことを念頭に、「自主性」と「自立」を基本として、１０項目の課題解決に向けて積

極的に取り組むため、１１６項目の具体的な実施計画と目標年次を掲げて推進し、これ

までに約７０％の項目について取り組み成果を挙げてきている。

今回の「鏡石町第２次行政改革大綱（集中改革プラン）」は、国が示した「地方公共団

体における行政改革の推進のための新たな指針の策定」を受けた取り組みとして、現行

の「第２次行政改革大綱（平成１５年度－平成１９年度）」に見直しを加え、新たな指針

との整合性を図りながら、計画期間を平成１７年度から平成２１年度までの５年間とし

て、２年間延長し、さらに効果あるものとするものであり、より具体的な提案を行うも

のとする。

平成１８年３月

鏡石町行財政改革推進本部
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鏡石町第２次行政改革（集中改革プラン）の基本方針

１．目 的

地方分権と少子高齢化、高度情報化、住民ニーズの多種多様化など社会経済情勢の変

化に対応し、「ほんとうの豊さ」と「ゆとり」が実感できる地域社会の形成のため、行政

サービスの向上と経営感覚に立脚した行政経営を図るとともに、鏡石町の持つ地域性と

これまで培ってきた地域の個性を最大限に生かした行政施策を住民ととともに展開する。

特に、社会経済情勢の激しい変化を的確に捉え、新しい時代に則応した住民福祉の向

上と生活環境の整備、さらに住民サービスの充実を図るため、町民と行政による協働の

まちづくりを推進することを目的とする。

２ 計画期間 平成１８年度 － 平成２２年度

３ 重点課題

第２次行政改革大綱（集中改革プラン）をより実効あるものとするため、次の

６項目を重点課題として取り組むものとする。

（１）開かれた行政の推進 ～情報公開の推進～

①情報公開条例、個人情報保護条例の適正な運用

②行政情報の開示と施策の充実

（２）少子・高齢社会化への対応 ～子育て支援、生きがい対策の充実～

①子育て支援事業の充実

②保育所・幼稚園の一元化と民間委託

（３）青少年、男女共同参画社会形成に向けた対応

～青少年健全育成と男女共同参画社会形成～

①青少年健全育成事業の充実

②男女共同参画計画の策定

③地域安全安心施策の充実
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（４）財産管理と関連事業の充実対応 ～公共施設の管理充実～

①町有財産（遊休地）の処分

②公共施設の効果的管理と指定管理者制度の導入

③公共施設の一括管理

（５）健全財政の確立と行財政改革の推進

～長期財政安定化と職員定数管理～

①長期財政安定化に向けた長期財源対策計画の策定

②受益者負担の適正化による使用料等の見直し

③学校給食及び保育所給食の民間委託

④生活バス路線の整理統合

⑤各種事業の凍結及び見直しと実施

⑥職員駐車場の有料化

⑦人事評価システムの構築

⑧職員の定数管理と適正化

（６）地方分権・広域行政への対応 ～自主的かつ主体的な行政確立～

①広域行政サービスの効果的活用
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課 題 の 現 状 と 提 案 細 目

（１）開かれた行政の推進 ～情報公開の推進～

【課題の現状】

町では、平成１２年４月１日に情報公開条例及び個人情報保護条例を施行、「町民の

知る権利」を確保するとともに、個人情報の保護に努めている。

また、「開かれた行政」 を目指し、広報広聴事業の充実に努め、これまでの紙ベー

スの広報に加え、電子情報 通信手段の有効活用による「広報かがみいし」「鏡石町議

会だより」「町例規集」のホームページ掲載など行政情報の提供に努めている。

【提案事項】

行政情報の開示は、行政への信頼性の確保と各種行政施策の実施にあたって有効な

手段ではあるが、使い方を誤ると重大な情報の漏洩、プライバシーの侵害問題へと発

展しかねないため、その適正な運用に努める必要がある。

また、進化し続けるＩＴ技術の有効活用により広報広聴事業の充実に努めていくこ

とも大切な施策の一つと言える。

また、公文書の管理については、文書公開に備えて文書分類を行ってはいるものの

不十分であることから、全事務事業分野での見直しを行い、徹底した文書分類と管理

を行う必要がある。

＜提案＞

①情報公開条例、個人情報保護条例の適正な運用

②行政情報の開示と施策の充実

（２）少子・高齢化社会への対応 ～子育て支援、生きがい対策の充実～

【課題の現状】

少子化の進行や就労女性の増加等に伴い、子どもの養育環境も変化してきているこ

とから、安心して子どもを生み育てられ、次世代を担う子どもたちが明るく健やかに

育つことができる環境づくりを目指し、平成１６年度に「すこやか子育ち子育てプラ

ン（鏡石町次世代育成支援対策行動計画）」を策定し、その対応にあたっている。

なかでも、子育て支援事業として取り組んでいる慢性化する鏡石保育所の待機児童
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の解消策としては、平成１５年度に定員を１１５名から１４０名に増員、さらに平成

１６年度には保育所分園を開設して、定員を１７５名に拡充し、保育にあたっている

が、年々入所希望が増加し、待機児童の解消には至っていないのが現状であり、早急

な対応に迫られている。

また、関連施策として「保育所・幼稚園の一元化と民間委託」についても、抜本的

な支援策として期待されており、施設及び職員の有効活用の面からもその対応策の検

討が急がれる。

急速に進む高齢化社会に対しては、高齢者に配慮したバリアフリー化した公共施設

の整備をはじめ、生きがい活動支援事業、緊急ショートスティ事業、生きがいデイサ

ービス事業などの町単独事業も積極的に取り組んでおり、さらに、高齢者の社会参加

機会を増やすなど高齢者の社会生活に果たす役割を示し、生きがいを醸成していくこ

とを検討することが必要である。

【提案事項】

全国的な動向として少子化が進み、さらに人口減少時代を迎えた現在、鏡石町の持

つ地域性と恵まれた交通環境を活かし、子育て支援の充実と教育環境・安心した老後

の生活をセールスポイントとした鏡石町への定住施策を検討するなど、魅力あるまち

づくりに努める必要がある。

慢性化する保育所の待機児童の解消策として、将来を見据えた「保育所と幼稚園の

一元化」を目指し、当面は保育所と幼稚園の入所・入園児童の住み分けを行うなどの

施策を講じながら、保護者の希望に応え、子育て支援策の充実を図る必要がある。

また、高齢化社会に対応した生きがい対策と介護支援事業については、高齢者の社

会参加機会を増やし、その責任を拡大するとともに、介護支援事業については、徹底

した予防事の充実に努め、対処療法によることのない予防策に努める。

＜提案＞

①少子高齢化社会を背景とした鏡石町への定住施策の策定

②子育て支援事業及び児童福祉施策の充実

③高齢化社会に対応した生きがい対策事業及び介護支援事業の充実

④保育所・幼稚園の一元化と民間委託
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（３）青少年、男女共同参画社会形成に向けた対応

～青少年健全育成と男女共同参画社会形成～

【課題の現状】

男女共同参画社会基本法は、男女が、お互いの人権を尊重し、お互いの個性を発揮

しながら、生き生きと充実した生活を送ることができることを目指し、具体的な行動

指針となる「男女共同参画計画」の策定を求めており、本計画の策定が緊要の課題と

なっている。

また、少子化の進行や就労女性の増加等に伴い、子供の養育環境への住民ニーズも

変化し、さらに核家族化の進展は、家庭内での子どもに対する養育意識の希薄化・養

育機能低下に繋がっており、さらに、地域社会の無関心や社会環境の悪化など青少年

を取り巻く環境は安全で安心して生活できる状況とはいいがたく、自らが地域の安全

・安心の確保のために、少子化対策と合わせて家庭・学校・地域が一体となり推進す

る必要がある。

【提案事項】

法の定めにより、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあ

らゆる分野における活動に参画する機会が確保されるよう配慮するとともに、具体的

な行動指針となる「男女共同参画」の目標設定と推進に取り組むものとする。

また、安全で安心して毎日の生活を送るため、家庭・学校・地域の連帯意識を強め、

危険な箇所の総点検と改善、青少年健全育成事業の充実に努める。

＜提案＞

①青少年健全育成事業の充実

②男女共同参画目標の設定と推進

③地域安全安心施策の充実

（４）財産管理と関連事業の充実対応 ～公共施設の管理充実～

【課題の現状】

複雑多様化する住民ニーズに呼応して、図書館・町民プール・陸上競技場・勤労者

体育センター・構造改善センター・ふれあいの森・各種公園等数多くの公共施設が設

置されている。

その維持管理と運営について見ると、「公共施設管理運営の集中一括管理」として、

体育施設と公園緑地の効果的かつ効率的な管理運営に努めており、類似施設の一括管
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理について、さらに詰めていく必要がある。

また、町有財産の有効活用に向けた「町遊休財産の処分」については、公有財産処

分委員会を組織し、検討を進めている。

【提案事項】

現在、公共施設として管理している全施設について、管理の在り方を検証し、利用

者の立場に立ったサービスが提供できるよう、その管理形態等を見直すなど、原点に

返って検討する。

また、平成１５年９月の指定管理者制度の創設に伴い、地方自治法の改正前の管理

委託制度により管理委託している施設の再点検を含め、指定管理者制度の導入と有効

活用を図る。

町有財産のうち遊休地の処分については、処分計画を含めた関係計画及び規定の整

備を行い、財源の確保の面からも早急に取り組む必要がある。

＜提案＞

①町有財産（遊休地）の処分と有効活用

②公共施設の効果的管理と指定管理者制度の導入

③公共施設の一括管理

（５）健全財政の確立と行財政改革の推進

～長期財政安定化と職員定数管理～

【課題の現状】

第２次行政改革大綱「実施計画」に基づき、財政の長期的安定の確立を目標とし

て「中長期財政計画」の見直しを図りながら、経費全般について、徹底的な見直しを

行い、節減合理化に努めてきており、一定の成果をあげてきているものの、抜本的な

改革とまでは至っていないのが現状である。

今後は、政策、施策、各種事務事業について、「計画」Ｐｌａｎー「実施」Ｄｏー

「考査」Ｃｈｅｃｋー「改善」Ａｃｔｉｏｎのサイクルを常に意識し、その効果を検

証し、実施状況と結果を公開するよう努めていくことが必要である。

また、本格的な地方分権時代を迎えて、自治体にはこれまでにない変革が求めら

れており、職員が共通の目標を持ち、自らの責任で現状の課題を解決していく能力を

備えるよう平成１４年３月に策定した「鏡石町人材育成基本方針」により職員研修に

取り組み、職員定数管理については、職員定数適正化計画の下、①職員採用、②職員

配置、③昇任管理の３項目について、その適正な管理に努めている。
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【提案事項】

中長期財政計画の見直しを図り、経費全般について、さらに徹底した見直しを行い、

節減合理化に努めるとともに、次の各項目を具体的に推進する。

①各種事業の評価査定を実施し、全ての事業に終期を設定した事業再評価による事

業のスリム化を図る。

②補助金及外郭団体の整理合理化を基本に既存団体の設立目的、業務内容、活動の

実態、運営状況等について検討を行い、行政としての経費負担のあり方、行政効

果等を精査し、統廃合メニュー化等による抜本的な整理合理化を図る。

③地方税の課税客体・課税標準の的確な把握、滞納整理の着実な実施により、徴収

率の向上を図るとともに、その他の収入についても受益者負担の適正化や徴収率

の向上等に努めるなど、自主財源の確保に努める。

④人件費・公債費をはじめとする義務的経費が増加するなどの財政構造の悪化傾向

を抑止するために、現下の政策課題に対応した施策の重点的な推進に留意しなが

ら、自主的かつ計画的に財政安定とその適正化を図り、経常経費のうち物件費に

ついては、枠上限を設けるものとする。

職員定数管理と人材育成については、平成１４年３月に

策定した鏡石町人材育成基 本方針に基づき、職員研修・組

織文化・人事管理の３つの区分に従い取り組むものとする。

「職員研修」は、研修と啓発によって、職員個人の能力

の向上を図ろうとするもの であり、自己啓発・職場研修・

研修所研修（ふくしま自治研修センター・市町村職員 研

修所等）及び派遣研修を４本柱として、人材の育成に努める。

①職員の意識改革や幅広い見識を身に付けた職員の育成

を図るため、福島県職員への実務研修生の派遣を行う。

②地方分権時代に配慮した政策形成能力や法制執務能力

の向上を主眼とした多様な研修機会の提供と研修成果の伝達研修を実施する。

③高度で専門的な研修の場の提供及び専門職の派遣を実施する。

「組織文化」は、社会経済の変化や住民ニーズの多様化などに的確に対応していく

ため、個々の能力と意欲を組織の力として最大限に発揮していくこと、また、関係職

場又は職場内でのスムーズな調整が図られていることが必要であることから①住民本

位、住民主体意識の徹底、②学習的職場風土づくり、③町民等との交流促進、④職員

参加目標を設定した行政運営の４項目を重点に取り組むものとする。
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①住民本位、住民主体意識の徹底

・さわやかさん制度の充実や職場研修ガイドブックを参考に管理監督者による指

導、助言に努める。

②学習的職場風土づくり

・相互啓発的な雰囲気を作り上げるとともに職員提案制度の積極的活用による職

員の多彩な発想を引き出し、自主性や資質の向上に努める。

③町民等との交流促進

・折衝能力や表現能力、コミュニケーション能力の向上に向けた職員研修ともに

生涯学習まちづくり「出前講座」を利用し、町民の立場に立った担当業務の再

認識と実務研修としての自己啓発を図る。

④職員参加目標を設定した行政運営

・目標の明確化による事務事業の効率化と「計画」Ｐｌａｎ－「実施」Ｄｏ－「考

査」Ｃｈｅｃｋ－「改善」Ａｃｔｉｏｎのマネジメントサイクルの活用を図る。

「人事管理」は、職員の能力開発そして職場管理の中でも重要な要素であり、①職

員採用、②配置管理、③昇任管理の３項目に区分し適正な管理に努める。

①職員採用

・予想される大量退職に合わせた計画的な職員採用を実施する。

②配置管理

・経歴管理

・特定の職務分野に精通した職員の養成

・自己申告制度の充実

③昇任管理

・能力と実証に基づく昇任制度の充実

さらに、職員定員適正化計画として、計画期間内に大量退職が予定されていること

から、計画基準年度（平成１７年度）の１０６名から

目標年度である平成２２年度末 には９８名とし、

８名（削減率７．６％）の削減を目標とする。

なお、平成２２年度以降にあっては、さらなる民

間委託と合理化に努め、当面は９８名程度の人員と

して取り組んでいくこととする。



- 11 -

具体的な職員定数管理計画は、次表のとおり。

鏡石町職員定数適正化計画（平成１７年度－平成２２年度）

部門 区分 １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 合 計

減員 １ ０ １ １ ６ ４ １２

一般行政 増員 ０ ３ ０ ０ ０ ２ ５

差引 △ １ ３ △ １ △ １ △ ６ △ ２ △ ７

職員数 ６８ ７１ ７０ ６９ ６３ ６１ ６１

減員 １ １ ０ ０ ２ ０ ３

特別行政 増員 ０ １ ０ ０ １ ０ ２

公営企業 差引 △ １ ０ ０ ０ △ １ ０ △ １

等 職員数 ３８ ３８ ３８ ３８ ３７ ３７ ３７

減員 ２ １ １ １ ８ ４ １５

増員 ０ ４ ０ ０ １ ２ ７

計 差引 △ ２ ３ △ １ △ １ △ ７ △ ２ △ ８

職員数 １０６ １０９ １０８ １０７ １００ ９８ ９８

＜提案＞

①長期財政安定化に向けた長期財源対策計画の策定

②受益者負担の適正化による使用料等の見直し

③学校給食及び保育所給食の民間委託

④生活バス路線の整理統合

⑤各種事業の凍結及び見直しと実施

⑥職員駐車場の有料化

⑦人事評価システムの構築

⑧職員の定数管理と適正化

（６）地方分権・広域行政への対応 ～自主的かつ主体的な行政確立～

【課題の現状】

交通の発達、情報のグローバル化・高度化は、市町村域を越え、広域的日常社会生活

圏が形成されており、平成１２年４月に施行された地方分権一括法により、「自ら考え自

ら実行する」とした自治体が自主的・主体的に決定し、処理することのできる分野が着

実に拡大してきている。
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また、「市町村合併」についても、自治体の将来の姿を的確に捉えた判断により、自治

体再編が進んでおり、さらにあらゆる分野からの調査研究を行い、情報の提供と町民の

総意の下に、時宜を得た適切な判断が出来るよう常に研究を重ねていく必要がある。

【提案事項】

国と地方自治体の役割分担と権限の移譲による

地方分権はさらに進むものと予想されており、行

政の効率化と経費の効果的配分は、行政に課せら

れた使命であることから、常に広域行政の在り方

や市町村合併による行政運営についての情報収集

と研究を進める。

３．今後の推進体制

本大綱に定められた改革事項について集中的実施を図るため、町長を本部長とす

る行財政改革推進本部の充実を図るとともに、毎年度本大綱の実施状況に関する検

証を行い、その結果を同推進委員会に報告し、公表するものとする。


